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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　代表取締役社長である彦坂典男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計

審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に

関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部

統制を整備及び運用しております。

　なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

　本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお

いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、

当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし

た。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定い

たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮

して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定

いたしました。なお、連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部

統制の評価範囲に含めておりません。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の90%超を占めている１事業拠点を「重要な

事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売

上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にか

かわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、受注損失引当金、製品保証引当金など重要な虚偽記載の発

生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセス

を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

３【評価結果に関する事項】

　上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
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４【付記事項】

（前事業年度末における開示すべき重要な不備の是正に対する評価）

　当社は、2024年４月30日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」及び同年６月27日付「財務報告

に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」に記載のとおり不適切な会計処理が行われていたことが

判明いたしました。

　本件に対し当社は、外部から招聘した弁護士、公認会計士で構成された特別調査委員会を設置し、事案の原因分

析、再発防止の提言を盛り込んだ報告書をとりまとめ公表いたしました。

　これを受けて当社は、前事業年度末における財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために以

下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を確認してまいりました。

 

全社統制

 

①会社業績の予算と実績の乖離縮小の過度な追及から生じた部門目標の達成圧力が動機となり、担当部門において適

時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。（統制活動、モニタリング）

　　社外取締役及び顧問弁護士をコンプライアンス推進委員会のメンバーに加え、全社的にコンプライアンスとリス

ク管理を担保した誠実な業務推進が行われる体制に見直しました。そして、再発防止の徹底に取り組むことの再周

知をトップメッセージとして繰り返し発信するとともに、役員及び従業員向けのコンプライアンス教育を開催いた

しました。

　　また、偏った不公平な評価の再発を防ぐため、数値目標達成に偏った評価を行わないことの再周知をトップメッ

セージとして繰り返し発信するとともに、外部専門家を活用して、ルールに従った評価がなされるよう人事評価の

運用を改善しました。

 

②内部通報制度において、どのようなコンプライアンス違反行為が通報対象なのかについての例示や周知がなされて

いなかったため、本制度が機能していなかったこと。（情報と伝達）

　　公益通報者保護法に則った、通報者の匿名性の保護や不利益な取り扱いを防ぐ内部通報に係る規程を整備すると

ともに、内部通報に精通した弁護士または法律事務所を内部通報の社外窓口として開設しました。また、取引先を

関与させた違法・不正行為の抑止と早期発見を目的として、下請業者、製造メーカ等、社外取引先からの通報窓口

を新たに開設しました。

　　さらに、内部通報の実効性を確保するために、全役員及び全従業員に対して通報制度の存在、趣旨及び仕組みを

周知徹底するとともに、役員及び従業員向けのコンプライアンス教育を開催いたしました。その上で、コンプライ

アンス推進委員会が通報案件の発生状況をモニタリングしました。

 

売上管理プロセス、購買管理プロセス

 

③下請工事業者からの工事見積書（追加工事見積書を含む）を承認する売上計上サブプロセス（進行基準）、及び購

入契約サブプロセス（下請工事契約を含む）において工事業者からの見積内容を適切に評価・査定できていなかっ

たため、適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。

　　全役員及び全従業員に対して、今般の不適切な会計処理の内容やそれらが及ぼす影響をテーマとした会計コンプ

ライアンスに関する研修を開催しました。また、会計処理実務に係るマニュアルあるいはガイドラインを作成し、

周知するとともに、適切な会計処理を行うための実務者向け研修を開催しました。

　　さらに、業務プロセスにおける対応として、適時、適正な見積原価の算定及び実際原価の計上を担保するため、

売上計上サブプロセス（進行基準）及び購入契約サブプロセスにおいて、工事部門が実施している追加工事の発生

状況の調査結果を経理部門が四半期ごとにモニタリングする統制を追加し、運用しています。

 

　　その結果、当社はこれらの統制は有効に整備及び運用されていると評価し、前事業年度末に存在した開示すべき

重要な不備は、当事業年度末において是正されたと判断しました。なお、上記に掲げる追加の統制を除き、当事業

年度において、財務報告に係る内部統制に重要な影響を与える、又は与える可能性が高い変更はありませんでし

た。

　　当社といたしましては、引き続き再発防止策を継続するとともに、継続的なモニタリングを行ってまいります。

 

５【特記事項】

　該当事項はありません。
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